
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の
13
回
目
は
、
５

月
30
日
に
開
催
さ
れ
た
第
３
回
自
治
労
課

題
別
学
習
会
資
料
か
ら
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
」
と
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
に

つ
い
て
記
載
し
ま
す
。
ご
一
緒
に
学
習
し 

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

▼
ま
ず
、
一
般
論
と
し
て
の
用
語
の
解
説 

か
ら
。 

【
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
】
定
め
ら
れ
た
総

労
働
時
間
（
労
基
法
の
上
限
１
日
８
時

間
、
週
40
時
間
）
の
中
で
、
始
業
・
終
業

時
刻
を
労
働
者
自
身
が
自
由
に
決
め
る
こ

と
の
で
き
る
制
度
。
通
常
、
必
ず
出
勤
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
コ
ア
タ
イ
ム
」
を 

あいづ 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
⑬
『
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

13
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■7月3日（水） 

〇18:00若観労定期大会 
（鶴ヶ城内無料休憩室） 
 

■7月4日（木） 

〇17:30下郷町職共済学習会 
（下郷町役場会議室） 
 

■7月12日（金） 

〇10:00県本部第107回中央
委員会（福島GP） 

 

■7月19日（金）・20日（土） 

〇13:00県本部労働学校 
（福島市・杉妻会館） 

設
け
、
そ
の
前
後
数
時
間
を
自
由
に
出
退

勤
で
き
る
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
」
と 

し
て
設
定
す
る
。 

※
「
コ
ア
タ
イ
ム
」
は
労
働
者
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
確
保
等
を
目
的
に
設

定
す
る
も
の
で
す
が
、
最
近
は
こ
れ
を
設

け
ず
、
全
部
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
」

と
す
る
「
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
」
を
導
入
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で 

す
。 

【
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
】
１
日
の
勤
務

終
了
後
か
ら
翌
日
の
出
勤
ま
で
の
間
に
、

一
定
時
間
以
上
の
休
息
時
間
（
イ
ン
タ
ー

バ
ル
）
を
設
け
る
こ
と
で
、
労
働
者
の
生 

活
時
間
や
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
制
度 

▼
次
に
学
習
会
の
中
で
、
先
進
的
な
取
り

組
み
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
事
例
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
（
フ
レ
ッ
ク
ス
と
イ
ン

タ
ー
バ
ル
）
に
関
し
て
１
つ
ず
つ
、
そ
の 

概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

▼
ま
ず
「
フ
レ
ッ
ク
ス
」
に
つ
い
て
は
、

島
根
県
邑
南
（
お
お
な
ん
）
町
職
労
で

す
。
邑
南
町
は
、
島
根
県
の
中
部
に
位
置 

す
る
人
口
１
万
弱
の
町
で
す
。 

【
図
表
１
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【図表１】邑南町における 
「フレックスタイム制度の導入」 

○人口減少や高齢化による地域の担い手不
足解消の一翼を担ってほしい。 
○自らが家庭における役割を分担し、男女
共同参画社会づくりを引っ張ってほしい。 

当局 

○地域協働は自治研活動にもつながる。 
○ワークライフバランスを考える機会。 

組合 

○2022年10月から運用開始・全職員対象 

○週38時間45分勤務となるように、午前
7時～午後10時の間（フレキシブルタイ
ム）で15分単位で割り振りができる。 
○コアタイムはなし。 

制度概要 

①毎日9:00出勤、17:45退庁 
②月～木⇒8:30出勤、18:15退庁 
 金⇒8:30出勤、13:15退庁 

具体例 

○子どもの通院 
○保育所や学校等の送迎 
○親のデイサービスの送迎 
○夜間の会議へ出席するため 等 

実際の利用事由 

○利用希望者が利用できる体制の構築 
○利用職員が不在でも住民サービスの低下
を招かないこと 
⇒必要人員の確保を要求 

組合として 

○職員の働き方の変化がイメージアップに
つながり、人員確保や離職防止につながる 

制度を磨いていけば 

○働き続けられる職場
をめざす！ 
○地域とともにある役
場職員、そして労働組
合をめざす！ 

組合の目標 



自治労福島県本部会津総支部機関紙 2024年7月1日発行 第426号 

機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
さ
て
、
気
象
庁
は
６
月
23
日
に
東

北
南
部
・
北
部
が
「
梅
雨
入
り
し
た
と

み
ら
れ
る
」
と
発
表
し
ま
し
た
。
東
北

南
部
の
昨
年
の
梅
雨
入
り
は
６
月
12

日
頃
で
、
例
年
よ
り
も
遅
い
梅
雨
入
り

と
な
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
雨
の
季
節

が
到
来
し
た
訳
で
す
が
、
特
に
「
気
象

痛
」
で
お
悩
み
の
方
に
と
っ
て
は
辛
い

季
節
で
あ
り
、
ま
た
豪
雨
災
害
等
も
心

配
な
の
で
、
早
く
明
け
て
ほ
し
い
も
の

で
す
。
ち
な
み
に
昨
年
の
梅
雨
明
け
は

７
月
24
日
頃
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
災

害
に
な
ら
ず
に
、
か
つ
後
々
の
水
不
足

に
も
な
ら
な
い
よ
う
に
少
し

ず
つ
降
っ
て
ほ
し
い
も
の
で

す
ね
。 

 
 

（
坂
内
） 

当
局
と
組
合
の
合
意
に
よ
る
「
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
度
」
が
導
入
さ
れ
、
２

年
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。
70
人
ほ
ど

（
４
割
弱
）
の
職
員
が
利
用
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
、
利
用
事
由
と
し
て
は
、

記
載
の
と
お
り
、
「
子
ど
も
や
親
の
送

迎
」
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
合
わ
せ

て
、
柔
軟
な
働
き
方
が
可
能
と
な
れ

ば
、
早
期
退
職
も
減
る
で
し
ょ
う
し
、

応
募
者
も
増
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
も
ち
ろ
ん
、
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
度
」
の
導
入
に
は
、
「
事
務
・

事
業
に
見
合
っ
た
人
員
確
保
」
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
こ 

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

▼
次
に
「
イ
ン
タ
ー
バ

ル
」
に
つ
い
て
で
す
。
熊

本
県
職
労
か
ら
取
り
組
み

事
例
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

【
図
表
２
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
熊
本

県
で
は
、
昨
年
２
月
か
ら
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
制
度
の
試
行
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
原
則
、
翌
日
８
時
30
分
ま
で

に
11
時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
時
間
外
勤

務
は
21
時
30
分
ま
で
に
終
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
超
え
て
時
間
外

勤
務
を
行
っ
た
場
合
、
11
時
間
が
確

保
で
き
る
よ
う
に
「
遅
出
出
勤
」
で
調

整
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
た
だ
、
遅

出
し
た
分
だ
け
、
退
庁
時
間
も
遅
く
な 

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

▼
最
後
に
自
治
労
の
取
り
組
み
方
針
か 

ら
抜
粋
し
て
記
載
し
ま
す
。 

「
フ
レ
ッ
ク
ス
」
は
あ
く
ま
で
も
本
人

の
希
望
に
基
づ
く
申
告
が
大
前
提
、

「
イ
ン
タ
ー
バ
ル
」
は
使
用
者
の
責
務

で
あ
り
、
混
同
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要 

と
な
り
ま
す
。 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

【図表２】熊本県における 
「勤務間インターバル制度の試行」 

○勤務終了から勤務開始までの間に一定時
間（原則として11時間）以上のインターバ
ルを設けることで、生活時間や睡眠時間を
確保するもの。 
※試行開始日：2023年2月20日 

制度概要 

運用イメージ 

○知事部局に勤務する全職員（特別の勤務
形態の職員を除く） 
○原則として全業務（緊急対応等の初動対
応業務を除く） 

対 象 

○職員は翌日予定している勤務スケジュー
ルを常に意識した上で、計画的な勤務を行
う。※例：８時30分から勤務する場合、前
日は21時30分までに勤務を終える。 
○11時間以上確保するために必要な場合、
所属長は遅出勤務を割振り調整する。 
○やむを得ず11時間以上確保できない場合
でも最低９時間を確保するとともに、翌日
の時間外勤務は命じない。 
○勤務間インターバルの確保が、継続して
できない場合には、休暇の取得を促すとと
もに、速やかに業務分担の見直しやロー
テーションによる勤務体制を組むなどの対
策を講じる。 

実施方法等 

8:30 12:00 13:00 17:15 23:30 
翌日 
8:30 10:30 

運用前 

運用後 

正規の勤務 

正規の勤務 

休憩 

休憩 

正規の勤務 

正規の勤務 

時間外勤務 

時間外勤務 

正規の勤務 

正規の勤務 勤務間インターバル 

原則11時間 

（9時間） 

○（翌日）10:30遅出出勤の場合 
（午前の勤務）10:30～12:00、（休憩）12:00～13:00 
（午後の勤務）13:00～19:15 


